
 

 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者 各位 

 

    石川県最低賃金の改正を諮問します  

－令和６年石川県最低賃金の審議が始まります－ 
 

石川労働局長（八木
や ぎ

 健一
けんいち

）は、令和 6年７月 11日（木）開催の「第 452回石

川地方最低賃金審議会」において、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 12

条の規定に基づき、同審議会会長に対して、石川県最低賃金（現行：時間額 933

円）の改正決定について、調査審議をお願いする旨の諮問を行います。 

 

 

記 

 

１ 会 議 名  「第 452回石川地方最低賃金審議会」 

２ 開催日時  令和 6年７月 11日（木）午前 10時 00分～（60分程度） 

３ 開催場所  フレンドパーク（石川県勤労者福祉文化会館）２階  

（金沢市西念 3丁目 3番 5号） 

４ そ の 他  取材（テレビカメラ等による撮影）は、会議の冒頭のみ（諮問文の

交付まで）とさせていただきます。 

 

 

○最低賃金法（昭和 34年４月 15日法律第 137号）(抄) 

第 12条（地域別最低賃金の改正等） 

   厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、地域におけ

る労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して必要が

あると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をしなけれ

ばならない。 

Press Release 

【照会先】 

石川労働局労働基準部賃金室 

 室 長  南出 清一  

 賃金室長補佐  石間 康時士 

電    話  076(265)4425 

 

石 川 労 働 局 発 表  

令和６年６月 28 日（金） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇最低賃金の改定について 

最低賃金は、最低賃金審議会において、賃金の実態調査結果など各種統計資料

を十分に参考にしながら審議を行い決定します。 

地域別最低賃金については、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安

を参考にしながら、地方最低賃金審議会（公益代表、労働者代表、使用者代表の

各同数の委員で構成）での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出

に関する手続を経て、都道府県労働局長により決定されます。 

石川労働局長

 

諮問 

 

石川地方最低賃金審議会 

 

（石川県最低賃金専門部会） 

【調査審議】 

答申 

 

 

石川労働局長

 

決定 

官報（決定の公示） 

効力の発生 

【公示の日から 30日経過後又は公示の日から 30日経過後で指定する日】 

地域別最低賃金の改正手続の流れ 

石川地方最低賃金審議会（※） 

【異議申出に係る調査審議】

 

※ 関係労使からの異議申出 

があった場合に開催 

 

中央最低賃金審議会に

おける目安答申を伝達 

 

令和６年 7月 11日  

 今回の流れ 


